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入 札 公 告 

 

 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 

 

 

令 和  ６ 年  ８ 月  ８ 日  

 

 

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

総 務 部 長   佐 藤  匡 延  

 

 

１ ． 調 達 内 容 

 

（ １ ） 調 達 物 品 及 び 数 量    不 正 プ ロ グ ラ ム 対 策 ソ フ ト ウ ェ ア  ４ ， ２ ４ ０ 本  

 

（ ２ ） 調 達 物 品 の 仕 様    購 入 仕 様 書 に よ る 。  

 

（ ３ ） 納 入 期 間    購 入 仕 様 書 に よ る 。  

 

（ ４ ） 納 入 場 所    購 入 仕 様 書 に よ る 。  

 

（ ５ ） 入 札 方 法    落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金

額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額

に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た

金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び

地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を

問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の １ ０ ０ に 相 当

す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

 

 

２ ． 競 争 参 加 資 格 

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １

３ 水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ４ ・ ５ ・ ６ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統

一 資 格 の ｢ 物 品 の 販 売 ｣ の 業 種 ｢ 電 子 計 算 機 類 ｣ 又 は 「 そ の 他 」 の 資 格 保 有 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及

び 役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名

停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法      競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説

明 書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

① 直 接 交 付  

神 奈 川 県 横 浜 市 神 奈 川 区 新 浦 島 町 １ － １ － ２ ５  

テ ク ノ ウ ェ イ ブ １ ０ ０  ６ 階  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

総 務 部 調 達 課  

電  話  ０ ４ ５ － ２ ７ ７ － ０ １ ３ ３  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ ５ － ２ ７ ７ － ０ ２ １ ８  

② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 不 正 プ ロ グ ラ ム 対 策 ソ フ ト ウ ェ ア  ４ ，

２ ４ ０ 本 入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社

名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記

① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③ メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 不 正 プ ロ グ ラ ム 対 策 ソ フ ト ウ ェ ア  ４ ，

２ ４ ０ 本 入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社

名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の

う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

 

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等    仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ６ 年 ８ 月 １

９ 日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日 ま

で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に

対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る
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こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  

                  な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付

け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

                  た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の

個 人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等

を 侵 害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所

を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る

こ と が あ る 。  

 

 

５ ． 応 札 仕 様 書 の 提 出  

 （ １ ） 提 出 期 限            令 和  ６ 年  ８ 月 ２ ３ 日  １ ２ 時 ０ ０ 分  

 

 （ ２ ） 提 出 場 所          ３ ． ① に 同 じ 。  

 

 

６ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等     

 

 （ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所     令 和  ６ 年  ８ 月 ２ ８ 日  １ ４ 時 ０ ０ 分  

神 奈 川 県 横 浜 市 神 奈 川 区 新 浦 島 町 １ － １ － ２ ５  

                 テ ク ノ ウ ェ イ ブ １ ０ ０   

                 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  会 議 室  

 

 （ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の      令 和  ６ 年  ８ 月 ２ ８ 日  １ ２ 時 ０ ０ 分  

受 領 期 限 及 び 提 出 場 所    ３ ． ① に 同 じ 。  

 

 

７ ． そ  の  他  

 

 （ １ ） 契 約 手 続 き に お い て  

使 用 す る 言 語 及 び 通 貨    日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

 

（ ２ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免  除 。  

 

（ ３ ） 入 札 の 無 効      本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札

書 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

 （ ４ ） 契 約 書 作 成 の 要 否      要 。  

 

（ ５ ） 落 札 者 の 決 定 方 法       予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入

札 を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

 

（ ６ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知

書 写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ７ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

 

８ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長

相 当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等
※ 注 １

と し

て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ

と
※ 注 ２

 

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開  

発 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す

る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力

を 与 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲

げ ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引

の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契

約 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び

当 機 構 に お け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず

れ か に 該 当 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  
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（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当

機 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）  

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

 

（ ４ ） 公 表 日  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て

は 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

が 行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も に 、

所 要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約

の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ

き ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

 

９ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等

に お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p s : / / w w w .

f r a . g o . j p / h o m e / k e i y a k u / k o u t e k i k e n k y u h i f u s e i b o u s h i . h t m l ） を ご 理 解 い た だ き 、 一 定 金 額

以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ

い て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約

書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い

し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出

し て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  



購 入 仕 様 書 

 

１．品  名   不正プログラム対策ソフトウェア 

 

２．数  量   ４，２４０本 

※OS 別の数量内訳は以下のとおり。（）内は水産大学校利用分。 

①PC（Windows/Mac OSX）4,000 本（460 本） 

②Windows Server   80 本（3 本） 

③Linux       80 本（6 本） 

④iOS/iPadOS/Android     80 本（10 本） 

 

３．ﾗｲｾﾝｽ利用期間 ２．①~③：令和６年９月７日から令和７年９月６日 

２．④  ：令和６年１０月１日から令和７年９月３０日 

 

 

４．納入期限    ２．①~③：令和６年９月６日 

          ２．④  ：令和６年９月３０日 

 

５．納入場所   神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１－１－２５ 

テクノウェイブ１００ ６階 

             国立研究開発法人水産研究・教育機構 

 

６．仕  様 １）現在当機構にて利用中の当該ソフトウェアは、WithSecure 

Corporation の WithSecure Elements EPP シリーズである。これ以外

のソフトウェアを選択して納品する場合には、ライセンス利用開

始日よりソフトウェアが利用できるよう、環境（以下、●参照）

の準備等を契約締結日以降から整え、ライセンス利用期間開始日

までに準備しておくこと。また、新たにサーバ構築が必要な場合

には、サーバ環境（現在利用しているソフトウェアからのユーザ

ーデータやデバイスデータの移行や、システム管理者用の管理画

面等を含む）を構築すること。その他、不正プログラム対策ソフ

トウェアが利用できない期間がないよう提供すること。その際に

かかる一切の費用も本調達に含むこと。 

 

●環境について 

・職員等がライセンス利用開始日よりソフトウェアを利用するた

めの準備ができる作業手順書の作成※1,2 

・ソフトウェア利用のための環境構築や各種テスト 

・システム管理者向けの管理画面研修資料の作成 

※1 基本的なパソコンスキルしか持たない職員がそれを読んで間

違いなく作業を完了できる手順書（対象端末の OS 全てに対応し

たもの） 

※2 システム管理者が管理画面を操作してライセンス管理等のシ

ステム運用ができるための手順書 



２）コンピュータウィルスなどの悪意のある不正プログラムを検

出し、これらの機能を解除または働きを阻止し、あるいはそれら

を削除する機能を有すること。詳細な必須機能は、別紙一覧のと

おり。 

３）以下に記載する全ての OS に対応可能な不正プログラム対策

ソフトウェアとすること。 

※対象 OS：Windows 10/11、Windows Server2016 以降、Mac OS 12

以降、Linux（CentOS7.3 以降/RHEL7.3 以降/Ubuntu18.04 以降かつ

現在もサポートされているバージョン）、iOS/iPad OS 15 以降、

Android 11 以降 

４）水産大学校で利用する本数については、アカデミックライセ

ンスでの提供が可能であれば、アカデミックライセンスで提供す

ること。 

５）ライセンス利用期間内に本項３）記載の対象 OS がメジャー

アップデート等により後継 OS がリリースされた際は、本ソフト

ウェアにおいても後継 OS に遅滞なく対応したものを提供するこ

と。 

６）ユーザーライセンスの場合、3 デバイス以上／ライセンスの

登録ができること。 

７）２．①~④に対応した同一メーカーのソフトウェアを納入し、

１つの管理画面で全てを管理できるものにすること。 

 

７．そ の 他   詳細については担当職員の指示に従うこと。 

 

以上 



購入仕様書　別紙

必須機能一覧

機能・要件
【A】

Windows
(PC、Server)

【B】
Mac

【C】
Linux

（CentOS/RHE
L/Ubunt含む）

【D】
iOS/

iPadOS/
Android

Ⅰ．ウイルス対策管理機能要件（対象：A、B、C）

１ ブラウザを利用してクラウドから管理端末の一元管理を行えること。 〇 〇 〇

２ Active Directoryと連携が行えること。 〇 〇

３
管理コンソールから端末の状況（パターンファイル適用状況やマルウェア検知
状況）を確認できること。

〇 〇 〇

４
端末機能の設定をクラウドベースの管理サイトから設定できること。また、そ
の設定は個別もしくは複数の端末に同時に適用できること。

〇 〇 〇

５ 視覚的なダッシュボードを有し、セキュリティの状態と優先度が分かること。 〇 〇 〇

６ グラフィカル・レポートを有すること。 〇 〇 〇

７ ホスト型ファイアウォールの制御が可能であること。 〇 〇

８ マルウェア検知時にメール通知できること。 〇 〇 〇

Ⅱ．端末ウイルスチェック機能要件（対象：A、B、C）

１
通信先（HTTP・HTTPS）のドメインを評価でき、マルウェアに感染するような危
険なWebサイトをブロックする機能を有すること。

〇 〇

２
ウイルス検出時にユーザに対してポップアップ通知を表示することが可能で
あること。

〇 〇

３
ファイルの入出力を監視し、リアルタイムにウィルスの検出・処置が可能なこ
と。

〇 〇 〇

４
ファイルの入出力を監視し、リアルタイムにスパイウェアの検出・処置が可能
なこと。

〇 〇 〇

５ ルートキットの検出・処置が可能なこと。 〇 〇 〇

６
ファイル展開後も、システム動作の監視と制限を行い、不正にシステムが変
更されるのを検知・ブロックできること。

〇 〇 〇

７
ギャンブル、ショッピングなどのカテゴリによるURLへのアクセスを制御できる
こと。

〇 〇

８
Webサイト閲覧時に、あらかじめ登録したURLへのアクセスを許可または拒否
できること。

〇 〇

９
コンテンツフィルタリング機能により、WebサイトでのFlash、Java等のプログラ
ムの実行を禁止できること。

〇

１０ スケジュールスキャンやマニュアルスキャン機能を有すること。 〇 〇 〇

１１ 自動更新機能を有すること。 〇 〇 〇

１２ 感染ファイルを検出時に勝手に削除せず、隔離する機能があること。 〇 〇 〇

１３
端末側のソフトウェアをPC管理者権限があっても勝手にアンインストールでき
ないようにするか、パスワードを使って制限できること。

〇 〇

１４
端末側のソフトウェア設定をPCの管理者権限があっても勝手に設定変更でき
ないようにすること。

〇 〇 〇

１５ HTTP Proxy を経由し製品がインターネット接続可能なこと。 〇 〇 〇

１６ 新種・亜種などの未知のマルウェアを検出可能なこと。 〇 〇

Ⅲ．iOS/Androidの機能要件（対象：D）

１ ブラウザを利用してクラウドから管理端末の一元管理を行えること。 ○

２
管理画面にて利用するデバイスを登録し、ユーザーへインストールに必要な
情報をメール等にて通知できること。

○

３
端末機能の設定（VPNやブラウザの保護、マルウェア保護（Androidのみ）等）
をクラウドベースの管理サイトから設定できること。また、その設定は個別もし
くは複数の端末に同時に適用できること。

○

４ 視覚的なダッシュボードを有し、セキュリティの状態が分かること。 ○

５
ファイル／アプリケーションのマニュアルスキャン及びダウンロード時の自動
スキャンができること。（Androidのみ）

○

Ⅳ．運用要件（対象：A、B、C、D）

１ 保守を請け負うものが遠隔からの管理が可能なこと。 〇 〇 〇 〇

２
組織外でPCやiOS/Android端末を利用する際、最新のコンポーネントがイン
ターネット上から取得できる機能を有すること。

〇 〇 〇 〇

３
製品の機能のみで、マルウェア感染時など必要に応じて、遠隔操作によりエ
ンドポイント端末をネットワークから隔離することができること。また隔離したも
のを遠隔操作により、元のネットワークに再接続できること。

〇 〇

４ 遠隔操作により調査に必要な診断情報の取得ができること。 〇

５ ソフトウェア自身の自動アップグレードが行えること。 〇 〇 〇 〇

６ ライセンス更新、追加時に作業が発生しないこと。 〇 〇 〇 〇

７
登録されているデバイス一覧を管理画面からcsv等の編集可能な形式でダウ
ンロードできること。

〇 〇 〇 〇

OS


